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本手引書の作成にあたって 

 

この手引書は、医療・福祉施設を対象とするセントラルキッチン（以下ＣＫと称す）に

おける「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の手引書」を補完し、食事を供給され

る側、サテライトキッチン（以下 SKと称す）の衛生管理を HACCPに沿った方法にする

ために作成しました。なお、この手引書の対象となる SKは先に公表されている医療・福

祉施設を対象とするセントラルキッチン向けのHACCP手引書を順守している CKから食

事の供給を受けている施設とします。 

 １９９６年に院外・施設外調理が認可されてからすでに２０年以上が経過して、全国に

広まり稼働中の CKからはクックチル/クックフリーズ方式により安全な食事が多くの病院

および老人保健施設、特別養護老人ホームおよび様々な事業形態の老人ホームなどの介護

施設へ、さらには多種の社会福祉分野の施設に届けられるようになり、年々ますますその

需要が増大しています。1日の提供食数が２０食に満たない施設から５００床を超えるよ

うな病院までが CKからの食事供給先となり、主な喫食者が患者、高齢者であることから

小規模であっても厳しい衛生管理が要求されることになります。食品を衛生的に取り扱う

ことはもちろんのこととして、再加熱する直前まで、または冷菜として提供されるまで低

温での管理が必要となります。 

 この手引書では、業態および規模を問わずすべての SKが順守すべき事項をまとめてい

ますが、病院、介護施設などで厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」をすで

に取り入れ順守している施設が CKから食事供給を受けて SKとなる場合の本手引書の利

用も説明しています。（p.７参照） 
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１． 供給先（サテライトキッチン）の危害要因について 

次ページにセントラルキッチン（CK）からサテライトキッチン（SK）への食事配送の流

れおよび SKで食事を提供するまでの作業内容を図示します。 

図の右側に示す再加熱カートまたはシャトル出荷方式では、食器に盛付した主食、主/副

菜を一人分ずつトレイにセットして再加熱カートまたはシャトルに収納して CKから配送

することにより、SKでの手作業による汚染リスクはなくしていますが、提供までの温度

管理が重要なことになります。 

 これに対して、左側に示すバルク出荷方式ではＳＫに納入された主/副菜を容器または袋

から取り出して食器に盛付する手作業が必要になります。主食である米飯と汁はＣＫから

は供給されませんので、ＳＫで当日に炊飯、汁物調理をして盛付をします。SKでは当日

調理分の食器への盛付、および CKから配送された主/副菜の再加熱と盛付（または逆の順

で、盛付後に再加熱）することと下膳後の食器洗浄をすることが主な作業となります。 

CKから食事を供給される SKにおいて衛生管理上で重要なこととして、潜在する生物的

危害要因を管理・抑制するために、納品された食品の受領から消費されるまでの一貫した

温度管理、そして適時の手洗いと適切な衛生手袋の使用により、一切の食品汚染をしない

ことの２点があります。他には、物理的危害要因として、ミキサー等を使用する形態処理

の作業においての異物混入やミキサー刃の欠けによる金属混入があり、さらには盛付時の

毛髪等の混入があります。化学的危害要因としては、洗剤・消毒剤などの薬剤の誤使用や

使用後の残存があります。 

 また、CＫから供給される標準的な献立を補う（品数を増やす）目的で、施設側で材料

を調達し調理した副菜的なものを提供する場合は、安全な食材を受入れて、確実な加熱を

し、その後には汚染をしないことが必要となります。（ｐ.23およびｐ.24を参照） 

 

 次ページの図で使用される用語の説明 

・バルク：食品が盛付前の状態で、ステンレス鋼製ホテルパン、プラスチック容器または

袋等に包装された状態を指す。 

・再加熱カート：機内食カートに類似したカートであり、盛付して一人分ずつトレイに 

     セット済の食事を積載して、SKへ搬送できる。冷蔵機能を備えているカート 

なら SK到着後は電源に接続する。冷蔵機能が無いカートは SKの冷蔵室へ収

容する。どちらのカートもタイマーにより自動的に再加熱を開始でき、再加熱

終了後は配膳車として使用する。 

・シャトル：食事提供のトレイを多段積載する配送用カートで、再加熱機能を有するステ

ーションにドッキング（または収納）して再加熱する。 

・冷菜の扱い：冷菜は再加熱せずに、そのまま提供する。再加熱カートは構造的に冷菜が 

     温まらないように設計されている。 
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図．CKから SKへの食事配送の流れおよび SKで食事を提供するまでの作業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左のバルク出荷方式の灰色で示す工程は衛生上特に注意を要する作業です。クックチル品

では盛付を主としますが、その他いくらかの手作業が発生しますのでその間に食品が温度

上昇する可能性もあり、温度と時間の管理が必要になります。右の再加熱カートまたはシャ

トル出荷方式ではサテライトの作業はありません。 

 

２．再加熱について 

これまで温菜の再加熱については加熱調理と同じく食品の中心温度７５℃、１分間以上 

とされてきましたが、温菜と同様の加熱・冷却工程および出荷までの冷蔵保管を経る冷菜

については多くのＣＫにおいて微生物検査によりその安全性が確認され、再加熱はされず

SK入荷時と同じ冷たい状態で提供されています。このことよりこれらの CKから出荷され

る温菜は再加熱において７５℃より低い、温菜として美味しく感じられる温度で再加熱し

ても冷菜と同じく安全性が確保されているとみなされます。ただし、今後も安全性を確

保・維持するために、再加熱終了時の中心温度は６５℃以上とし、７５℃未満の低い温度

 米、汁物用味噌など

 SKで調理する食品

    サテライト（SK) 当日SK調理の食品         サテライト（SK)

        A             B

盛　付
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バルク出荷方式では、サテライトでの再加熱は主としてAまたはBの方法がある。

食品取扱業者

提　供

セントラルキッチン

（バルク出荷方式）

製品は０～３℃（冷凍もあり）

配　送（３℃以下）

納　入・検　収

冷蔵保管（冷凍もあり）

　（再加熱カートまたは

　   　シャトル出荷方式）

カートを電源に接続し

カート内を冷蔵状態に、

またはカートを冷蔵室へ

下　処　理

時刻に合わせて再加熱

提　供

再 加 熱

盛　付

提　供

炊飯・加熱調理

保管(常温・冷蔵・冷凍)

納　入・検　収
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   製品は０～３℃
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配　送（３℃以下）
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炊飯と汁物調理  
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（中心温度６５～７４℃）で再加熱をする場合の温菜、および再加熱をしない冷菜の提供

については、以下の下線のように定めます。CKの製造過程において、食品を汚染させな

い清潔な環境で衛生的な作業手順を守り、加熱から急速冷却、そしてその後の冷蔵保管に

ついてクックチルのルールに完全に従った工程を経ていることを条件とします。具体的に

はＣＫにおいて７５℃、1分間以上の加熱後３０分以内に冷却を開始し、冷却開始から 

９０分以内に３℃以下に到達させる急速冷却をしていること、さらにはその後の冷蔵保管

を３℃以下にしていることの保証を食事供給元の CKから得ること。（＝医療福祉 CKの

HACCP手引書を順守していること） 

再加熱はスチームコンベクションオーブン、再加熱カート（または再加熱キャビネット）、

電子レンジのほかに鍋を使用する湯煎などで行い、１０～６０℃前後の温度帯を迅速に通

過するようにすること。温冷配膳車などの保温を目的とする機器の使用は食品が菌増殖の

至適温度帯に長くとどまるため禁止します。 

 

３．ノロウイルスによる食中毒の防止 

 CKから供給される食事は、原材料の入荷検収後、下処理され、適切な加熱調理（殺菌工

程）と急速冷却を経て各 SKに冷蔵配送されるまで一貫した温度管理により、人に害を生じ

る細菌は生残したとしても非常に低いレベルに管理されます。SKに納品された後も低温管

理を継続することにより細菌性の食中毒を発生するリスクを避けることができます。 

 一方、最近の食中毒原因の大半はノロウイルスです。ウイルスは温度管理では抑制できず、

食品を取り扱うところに人が「持ち込まない」、袋にパックされた食品の開封や盛付などの

手作業で「食品を汚染させない」が重要なことになります。持ち込まないためには食品を取

り扱う全員の健康管理が重要で、同居する家族他がノロウイルス感染の疑いがある場合は

職場に報告し、その本人にも感染していないかの検査を受けさせるなど対策が必要です。 

 

食品取扱い者が覚えておくべきノロウイルスについての要点 

・栄養・水分・適温が揃えばどこでも発育できる細菌とは異なり、人や動物に寄生した時    

 （体内に入った時）のみに増殖でき、細菌とは異なり微量を取り込んでも発症する。 

・細菌に比べて極めて微小なので空気中を浮遊することがある。（直径３８nm） 

・カキ、二枚貝が保有していることが知られているが、人の手を介してノロウイルスに二次

汚染されたパンや海苔が原因食品となる食中毒が発生している。 

・次亜塩素酸ナトリウム液への浸漬または加熱（８５～９０℃、９０秒以上）が殺菌方法。 

 消毒用アルコールを使用する場合はノロウイルス除去効果のあるものを使用する。 

・感染すると症状が治癒しても３～４週間はノロウイルスを排出することがある。 

・下痢などの症状が全くない不顕性ノロウイルス感染者が関係した食中毒が発生している。 

以上から、感染しない健康管理と汚染させない手洗い、衛生手袋の着用が重要となります。 
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４．バルク出荷方式の衛生管理計画（例） 

 以下にバルク出荷方式の衛生管理計画の例を示します。一般衛生管理として管理すべき

事項と重点管理する事項を分けて、さらに測定した温度や時間等の記録表、実施したこと

やチェックしたことを示す記録表を例示します。 

 

 HACCP（危害分析重要管理点方式）の考え方を取り入れた衛生管理では、 

① 食品取扱者の健康管理にはじまり、食品を汚染しないための手洗い、使用する水の管
理、食品に直接接する器具等の適切な洗浄・消毒、さらには食品を取り扱う環境を清

潔に維持するための「一般衛生管理」が衛生管理の基盤となります。 

② 次に、危害の発生を防止するために危害要因を予防もしくは除去、または許容できる
レベルに低減するための「重点的な管理」があります。 

③ ①と②の管理が適切に機能していることを監視し、後で検証できるように測定した温
度、時間等を記録し、実施が必要な項目については適切に行われたかを記録します。 

以上①～③に従い具体的に表したものが下記の衛生管理計画です。 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 食品取扱者の健康管理 A１ 食品の受領から再加熱、提供まで

M2 食品を取扱う前の準備 A２ 低温を維持する方法（A1の補足）

M3 手洗い B 中心温度計の消毒

M4 使用水の管理 C 盛付作業時の重点管理

M5 検食の保管管理

M6 トイレの清掃 　SKにて副菜等を調理する場合

M7 器具・容器類の洗浄消毒 D 加熱調理時の重点管理

M8 ミキサー・ブレンダー等の管理 E 下処理の重点管理

M9 作業台・シンクの洗浄消毒

M10 食品を取扱う環境と廃棄物の

取扱い

R１ 日常衛生・健康点検表

R２ トイレ清掃実施記録表

R３ 使用水の水質記録表

R４ 冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表

R５ ミキサー・ブレンダーの刃欠けチェック表

R６ 再加熱時の中心温度記録表

R７ サテライト調理の中心温度・時刻の記録表

R８ 中心温度計の定期点検記録表

バルク出荷方式　ー　SKの衛生管理計画（例）　

① 一般衛生管理に関する事項（p.9~18) ② 重点的に管理する事項(p.19~24)

③ 一般衛生管理および重点管理で必要な温度・時間の記録表、実施確認記録表（p.25~32)
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大量調理施設衛生管理マニュアルをすでに順守している施設について 

 すでに順守しているマニュアルが衛生管理計画ですので、以下の３項目の手順書 

および２項目の記録表を取り入れることにより、CKから購入する食品を含めて 

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行っていることになります。 

手順書  M５ 検食の保管管理                  (p.13) 

     A１ SKでの食品の取扱い            (p.19) 

     A２ 低温を維持する方法            (p.20) 

記録表  R４ 製品冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表      (p.28) 

     R６ SK再加熱時の中心温度記録表        (p. 30) 

     ＊ＣＫからの食品受領時の食品の外観等のチェック、温度測定も必要で 

      すが、納品書または受領書に書き入れることが一般的ですので記録表 

はここでは例示しません。(チェック項目例は p.20に記します) 

 

 

定期的な振り返り 

 R１～R８は定期的に記録された測定値と内容を確認して、同じような問題が発生してい

ないか、危害を生じるような状態に進むような傾向がないかを見続ける必要があります。 

 

 ８ページ以降に一般衛生管理の手順書例、重点的に管理する事項例、そして一般衛生管

理および重点管理に関わる温度・時間の記録表、実施確認記録表の例を順に示します。 
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５．再加熱カートまたはシャトル出荷方式の衛生管理計画 

 再加熱カートまたはシャトル出荷方式では、SKでの盛付等の手作業がありませんので

管理すべき事項は簡略化され、バルク出荷方式の衛生管理計画（例）から必要な管理事項

を抜粋して以下のようになります。なお、SK（サテライトキッチン）と記しましたが、実

際にはキッチン（調理機器・厨房）といえるものはありません。CKからシャトルで配送

される場合はシャトルをいったん保管しておく冷蔵室と再加熱ステーションが備わり、冷

蔵機能付きの再加熱ステーションなら冷蔵室は不要となりシャトルをそのステーションに

ドッキングしておくことになります。冷蔵機能付きの再加熱カートで配送される場合は再

加熱カートの台数と同数の電源が備わったカートプールのみになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

温菜の再加熱終了時の中心温度は、従来冷菜が CKから SKへ冷蔵配送され、そのまま

の冷たい状態で安全に提供されてきたことから温菜、冷菜ともに安全性が確保されている

として、これまでの７５℃、１分間以上から６５℃以上とします。なお、６５℃以上の条

件として安全性を担保するために、「２．再加熱について」の p.５に下線で示したことを

順守することが必要です。再加熱終了時の中心温度と時刻を記録し、適時適温で提供され

たことの証明とする。また再加熱終了から喫食者に届くまでの時間が３０分を超える場合

は中心温度を６５℃以上にして保温する必要があります。 

６．一般衛生管理に関する事項 

 M１からM１０に厨房で基本的に必要とされる衛生管理の項目を手順書として例示しま

す。各々の SKにおける食品フローと機器配置、そして使用している機器・器具等からこ

れらに加えて必要であると考えられる管理項目があれば追加することになります。 

M3 手洗い 　SKに到着後の再加熱カートまたは

M5 検食の保管管理 　シャトル内の食品温度が０～３℃に

M6 トイレの清掃 　保たれるように管理・監視すること。

M10 食品を取扱う環境と廃棄物の 　必要に応じて温度の自動連続監視装置

取扱い 　を利用する、または測定し記録を残す。

R１ 日常衛生・健康点検表

R２ トイレ清掃実施記録表

R６ 再加熱終了時の中心温度記録表

R８ 中心温度計の定期点検記録表

　再加熱カートまたはシャトル出荷方式　ー　SKの衛生管理計画（例）　

一般衛生管理に関する事項(p.11,13,14,18) 重点的に管理する事項

一般衛生管理および重点管理で必要な温度・時間の記録表、実施確認記録表（p.25,26,30,32)
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M１．食品取扱者の健康管理

実施項目 食品取扱者の健康管理 　制定　

実施者 　衛生責任者または施設責任者

実施時期

実施頻度 　健康診断は年１回、検便は必要時

使用薬剤等

使用器具等

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　＊採用時

　＊雇用後

　○必要に応じて行う  〇採用後に病原微生物が

　 検出された場合は陰性に

 　なるまで食品を取り扱う

 　作業からはずれてもらう。

　○毎日の点検は 　○作業前に日常衛生・健康点検表  ○点検表により不良があった

　　 による点検 　 場合は改善措置をとる。

　○定期的には

　－　健康診断 　○年１回実施する。

　 －　検便 　○必要に応じて（下記）

　　食中毒発生の疑いがある場合、または従業員に食中毒細菌・

　　ノロウイルス等の感染者が出て二次感染者が出ることが懸念

　　される場合など。

　〇検便の検査項目（例）

　　赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ、Oー１５７

　●特記事項

書類の送付

面 接

健 康 診 断

検 便
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M２．食品を取扱う前の準備

作業項目 食品を取扱う前の準備 　制定　

実施者 　食品を取扱う全員

実施時期 　食品を取扱う前に

実施頻度

使用薬剤等

使用器具等

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　○筆記具、事務用品など作業に

　　 関係のない物を片付ける。

　○帽子は頭髪が全て中に入る   ○帽子に頭髪を全て入れること

　  ように着用する。※ 　  が困難な場合はヘアネットを

      併用する。

　○下痢、発熱など健康状態に  ○衛生責任者は随時点検表に

　   異常がある人は衛生責任者に 　 記されたことをチェックし、

 　  必ず届け出ること。 　 異常がないことを再確認して

　  おくこと。

　 以下は盛付等の作業途上で

　 持ち場を離れたり、別の場所

　 へ行った際にも繰り返す手順

　 です。

　○鏡を見て整える 　○異物混入で最も多いのは頭髪

　　 なので十分注意すること。

　○M３手洗いマニュアルを順守 　○手を洗った後は靴、頭髪、顔

　　 する。 　（耳、鼻など)に触れないこと。

　　

　●特記事項

　　※帽子着用前の頭髪のブラッシング、帽子、ユニフォーム着用後の粘着ローラー掛けを

　　　することにより異物混入を減らすことができます。

マスクを着用する

日常衛生・健康点検
表に記入する

手を洗う

頭髪が出ていないか
チェックする

食品取扱用の帽子
と上衣を着用する

盛付等、食品を取扱
う周囲環境を整える

作業中または作業後に体調不良が報告された場合は、それ

を原因として取り扱った食品に衛生上の危害をおよぼすか

を判断し、必要であれば廃棄等の措置を講じる。
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M３．手洗い　

作業項目 手　洗　い 　制定　

実施者 　再加熱および盛付など食品取扱者

実施時期 　食品を取り扱う前

実施頻度

使用薬剤等 　石鹸液、アルコール

使用器具等 　　ペーパータオル

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

 ○手洗いは下記の際に行うこと。

A 　・作業にかかる前⇒2回洗浄

　・生の食材を触る前および触れた後

　・盛付作業をする前

　・蛇口、ドアノブ、カートなどに

　　触れた後

　・ゴミ等不潔なものに触れた後

　・作業の変わり目

　・用便後⇒２回洗浄

B  ○指、手のひら、指の間、甲の順に

　　十分なもみ洗いをする。

　

C

D

E

 ○乾いていない手にアルコ

　　ール消毒しても効果は

　　うすい。

F

 〇使い捨て手袋は以下の場合に使用  〇着用時の注意

　 し、着用後は表面をアルコール消毒 　 手袋の食品に接触しにく

　 する。 　 い部分をつまんで収納され

　 ・食材を手で混ぜ合わせる 　 たボックスから取り出す。

　 ・生野菜、フルーツを扱う 　（指先などには触らない） 

　 ・盛付する  〇手袋の洗濯・再使用禁止。

　 ・手指に傷、荒れがある場合は  〇着用したままで冷蔵庫の

　　 常時着用する。（絆創膏を併用） 　 ドア取っ手、蛇口などに

　 ふれない。

　●特記事項

手首まで濡らす

石鹸液で手首
まで２０秒洗う

流水で汚れた石鹸泡
を充分に洗い流す

ペーパータオルで
水気を拭き取る

手のひらにアルコー
ルをスプレ する

乾燥するまで両手で
こすり合わせる

この後に使い捨て

手袋を使用する場

合
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M４．使用水の管理（貯水槽がある場合）　＊水道をそのまま使用する場合は本項目は不要です

作業項目 使用水の管理 　制定

実施者

実施時期 　朝、夕の計２回

実施頻度 　１日２回、始業前とその日の作業終了後

使用薬剤等

使用器具等 　残留塩素比色測定器

作業工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

 ○臭い、味、色を確認する。 　○異常があれば責任者に報告

　　すること。　

 ○調理場内の蛇口から出た水を

　 検体とする。

 ○残留塩素比色測定器を使用し、

　 遊離残留塩素濃度を測定する。

　

 〇遊離残留塩素(mg/ℓを測定する） 　○規定値以上でない場合は責任者

　 遊離残留塩素濃度は0.1ｍｇ/ℓ 　　に報告し、使用中止する。

　 以上であること。 　　＊規定値以下の場合、有害な

　　　　微生物が生存している

　　　　可能性がある。

　○毎日検査されているか、記入が

　　正しくされているか責任者は

　　　確認すること。

　　＊通常は規定値以下になること

　　　がほとんどないので確認が

　　　なおざりになりやすいので

　　　必ず測定数値を確認すること。

　〇作業終了後の水質検査で異常が

　　認められた場合はすぐに衛生

　　責任者に報告して以下を調べる。

　　原因が判明して異常が解消される

　　まで水の使用は禁止とします。

　　・何時ころからか(推定可能なら）

　　・影響される料理はあるか

　　・残留塩素濃度が低い場合は

　　　水が食材の洗浄または料理に

　　　使用された場合は、消費前また

　　　は消費後によりそれぞれ対処

　　　を考え処置する。

　●特記事項

　貯水槽は専門業者による点検清掃を年１回行い、記録を２年間残しておくこと。

検 査

専用用紙記入
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M５．検食の保管管理

作業項目 検食の保管管理 　制定　

実施者

実施時期 　再加熱終了時

実施頻度 　各食事ごと（朝、昼、夕の３回/日）

使用薬剤等 　

使用器具等 　冷凍庫、検食保存袋

作業工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　○各料理毎に５０ｇ以上、または

　　1食分を袋に採取し封をする。

　　袋の外に料理名と採取した日を

　　記す。ラベルに記入して貼り

　　つけても良い。

　○冷凍庫に入れて、ー２０℃以下  ○朝（作業前）、夕（作業終了

 　　で喫食日を１日目として２週間 　 時）の１日２回の庫内温度

　 　保存する。 　チェックを行い、記録する。

　○その料理の喫食日を１日目として 　

　  １５日目以降を廃棄する。

　●特記事項

　□冷凍庫の庫内温度が管理温度のー２０℃を超えている場合は責任者に連絡する。

廃 棄

食品の採取

冷凍保存
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M６．トイレの清掃

作業項目 トイレの清掃   制定

実施者

実施時期

実施頻度 　午前と午後の１日２回

使用薬剤等

使用器具等 　清掃ブラシ、スポンジ、使い捨てクリーナー、ニトリル手袋

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

 ○トイレ洗浄剤とブラシを用いて  〇便座は、ノロウイルス除去効果

　  便器内を洗浄する。便座の表裏を 　  があるアルコールまたは除菌剤

　  使い捨てクリーナーに、ノロ除去 　  を染ませた使い捨てクリーナー

　  効果がある薬剤を噴霧して拭く。 　  で拭き取り、薬剤の残留がない

　  中性洗剤を含ませたスポンジで 　  ように別の清潔なクリーナー

　  手洗いシンクを洗浄し、流水で流 　  で二度拭きする。

　  した後、専用タオルにて拭き取る。

 ○床を、使い捨てクリーナーに上記

　  のノロ除去効果のある薬剤を噴霧

　  し拭く。

 ○ゴミを回収する。(ゴミ袋は二重に)

 ○ドアノブ、トイレットペーパーホル

　  ダー、水洗レバーの操作ボタン等

　  手が触れる箇所を消毒用アルコー

　  ルを噴霧してペーパーで拭き取る。

 ○手洗い洗剤と消毒用アルコールの

　 補充をする。

 ○ペーパータオルを補充する。

 〇マニュアルM3（本手引書p.10）

　 に従い、手を洗う。

　　

　●特記事項

　毎日

　中性洗剤、トイレ洗浄剤、ノロ除去効果のある薬剤(アルコール）

洗 浄

除菌・消毒

石鹸液・消毒液補

手を洗う
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M7．器具・容器類の洗浄消毒

作業項目 器具・容器類の洗浄消毒 　制定　

実施者 　

実施時期 　 作業終了後

実施頻度 　 随時

使用薬剤等 　中性洗剤、消毒用アルコール

使用器具等 　スポンジタワシ、使い捨て手袋

作業工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　※洗浄機が無い場合、器具・容器類

　　は以下の手順で手洗いする。

　＊作業後

  ○ぬるま湯（40℃位）で洗浄する。

  ○スポンジタワシに中性洗剤   〇希釈率はメーカーの規定

　　（希釈液）をつけて十分に洗う。 　　に従う

  ○流水で十分洗い流す。

　○自然乾燥する   ○消毒保管庫がある場合は

　　利用して消毒保管する。

　○所定の位置に保管する。

　　

　＊作業前

  ○アルコールをスプレーする。 　○消毒保管庫で消毒保管

　（洗浄機を使用した場合も消毒 　　された場合はアルコール

　　する） 　　消毒は不要。

この例では、アルコール消毒を挙げたが、作業前ではなく作業終了後の

保管前に熱湯に入れて消毒する方法、次亜塩素酸希釈液を使用する方法

もある。これらの消毒後に汚染のおそれがない保管をすれば作業前の

消毒は不要です。

　●特記事項

洗 浄

す す ぐ

乾 燥

前 洗 い

保 管

消 毒
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M８．ミキサー・ブレンダー等の洗浄消毒

作業項目 ミキサー・ブレンダー等の洗浄消毒 　制定　

実施者

実施時期 　食材変更時、作業終了後

実施頻度

使用薬剤等 　中性洗剤、消毒用アルコール

使用器具等 　洗い桶、スポンジたわし、ふきん

作業工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　【容器、部品の洗浄】

 〇カッター（刃）は非常に

    鋭利なので取り外し時は

　 十分注意する。

 〇取り外した部品をぬるま湯（40℃）  〇洗い桶を使用する。

　　で洗浄する。

 〇スポンジに中性洗剤（希釈液）を  〇希釈率はメーカーの規定に

　  つけて洗う。 　 従う。

 〇カッター部はプラスチック部分を  〇カッターにキャップがある

     持って、刃の部分を洗浄する。      機種はキャップを外して

     軸孔部とキャップを洗浄

 〇流水で十分洗い流す。     する。

 〇水気をふきんで拭き取り乾燥

　　させる。

 〇アルコールをスプレーする。

　　【本体の清掃】

 〇中性洗剤を浸したふきんで拭き取

    り清掃をする。

 〇ぬるま湯を浸したふきんで洗剤が

　  残らないように拭き取る。

 〇自然乾燥または乾いたふきんで

　  拭く。

　使用前

 ○組付時には使い捨て手袋を使用

     すること。

　（食品に接触する部分を汚染させ

　　ないこと）

　●特記事項

部品を本体へ組付

本体から容器、容器
蓋、カッターを外す

洗 浄

す す ぐ

前 洗 浄

乾 燥

殺 菌

拭き取り清掃

拭き取りすすぎ

乾 燥



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M９．作業台・シンクの洗浄消毒

作業項目 作業台・シンクの洗浄消毒 　制定　

実施者

実施時期 　作業終了後

実施頻度 　随時

使用薬剤等 　中性洗剤、消毒用アルコール

使用器具等 　ふきん、使い捨て手袋

作業工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　＊作業後

 ○中性洗剤（希釈液）を染ませた  〇希釈率はメーカーの規定

     スポンジで上面、側面をまんべん      に従う。

     なくこすり洗う。

　 シンクは、水栓部分も良く洗う

　 こと。

 〇シンクは流水ですすぐ、台は水で

     湿らせたたふきんですすぎ拭きを

　 する。

 〇乾いた専用ふきんで水気を拭き

     とる。

 〇アルコールをスプレーする。

 ○自然乾燥する。

　　

　＊作業開始前

 ○アルコールをスプレーする。　

　●特記事項

　□作業中、汚れの著しい時や調理する材料が変わる時は、ふきんで汚れを拭きとり、

　　アルコール消毒をする。

作業台・シンク周辺
の片付け

すすぎ／乾燥

殺 菌

洗 浄

殺 菌

乾 燥
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６．重点的に管理する事項 

 以下の A１からDで重点的に管理する事項を手順書として例示します。 

 

 

                                         

 

 

M１０．食品を取扱う環境と廃棄物の取扱い

　　　　　　　　食品を取扱うに適した環境を維持する

　　　　　　　　清潔であり、細菌の増殖を助長しない、不要な物がない異物混入

　　　　　　　　の心配がない環境であること。

　　　　　　　　カビの発生がなく、ほこりによる食品への汚染を生じさせない環境

　　　　　　　　であること。

　　　　　　　　清掃スケジュールを設定して、誰が、いつ、どこを、どのように

　　　　　　　　清掃するかを明確にしておく。

　　　　　　　　そ族・昆虫対策

　　　　　　　　そ族や害虫が食品を取扱う環境内に侵入したり、発生しないように

　　　　　　　　また、それらによる二次汚染や異物混入を起こさないように、対策

　　　　　　　　をとっておく。

　　　　　　　　駆除作業をする時期、頻度/年、駆除方法を明確に定めること。　　　　　

　　　　　　　　外部の専門業者に委託する方法もある。

　　　　　　　　日常の作業中にそ族、昆虫を見つけた場合には、駆除すると共に

　　　　　　　　繁殖場所、侵入経路を調べて必要な対策をとる。

　　　　　　　　廃棄物の取扱い 　　

　　　　　　　　廃棄物は食品への汚染がないように蓋付きのゴミ箱を使用する。

　　　　　　　　ゴミの収集までの一時保管庫（域）は定期的に清掃し、臭気や

　　　　　　　　害虫、細菌の発生源にならないようにする。

　　　　　　　　清掃スケジュールを設定して、誰が、いつ、どのように清掃するかを

　　　　　　　　明確にしておく。

食品を取扱う環境と廃棄物の取扱い
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７．重点的に管理する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A１.SKでの食品の取り扱い（例）

作業項目 SKでの食品の取り扱い 　制定　

実施者 　食品受入担当者、食品取扱者

実施時期 　下記

実施頻度

使用薬剤等 　消毒用アルコール（食品添加物製剤）

使用器具等 　中心温度計および放射温度計、拭き取り用ペーパー

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

 〇 容器からのこぼれ、容器・パック  〇 受領後は速やかに冷蔵

　 の破損が無いことを確認する。 　 保管する。 

 〇 放射温度計（表面温度）または中心  〇 次ページに納品検収時に

　  温度計を使用して測定記録する。 　 に使用するチェック表を

　  食品温度は３℃以下であること。 　 例示します。

 〇 食品の中心温度３℃以下で保管  〇 保管中に食品温度が５℃を

　 する。冷凍品は－１８℃以下保管。 　   超えて１０℃に到達して

　 冷蔵庫のドア開閉が多いなどで、 　   いない場合、速やかに消費

　 庫内を３℃以下に維持しにくい場 　　することとし、最長１２時

　 合は食品を予め冷凍していた保冷 　　間を超えないように消費

　 剤と共にプラスチック製などの蓋 　　すること。

　 付きボックスに入れ、３℃以下を 　　　この方法については１8

　 保持すること。 　　　ページ、A2に例示。

 〇１０℃を超えた場合は廃棄

　 する。

 〇 盛付して再加熱カートに収納する  〇 定期的に冷蔵庫の庫内温度

　 場合は食品温度が大きく上昇しな 　  が適切であるかを校正され

　  いように短時間で行うこと。 　  た温度計を使用して庫内温

　  ミキサー等による処理も同様に 　   度測定をし、記録する。

　　する。 　   冷凍庫も同様に管理する。

 〇３点以上中心温度を測定し、３点共 　食品の温度測定・記録は、

　  に７５℃以上(※)であることを確認 　受領時および再加熱終了時

　  して、その中で最も低い温度１点 　の２回行う。冷蔵保管中の

　  と再加熱終了時刻を記録する。 　温度は庫内温度を３℃以下に

　 ※７５℃未満の再加熱をする場合 　管理することで代替する。

  　 はｐ.４「２.再加熱について」の 　ユニットケア等で各ユニット

　  項目で、ｐ.５に下線で示したこと 　の冷蔵庫に利用者の私物が入

　  が条件となります。 　れられる場合は、ユニット等

 〇 再加熱終了時の中心温度と時刻は 　の管理者が温度管理の重要

　  安全性だけでなく、適時適温で 　性を十分認識して庫内温度

 　 提供されたことの証明になります。 　が３℃を超えないように管理

 〇 検食については手順書M5に従う。 　すること。

 〇 再加熱終了後は速やかに提供する。

食品の受領・検収

冷蔵または冷凍保管

再 加 熱

ミキサー
処理など

提 供

検 食

盛付・トレイ組

温菜 冷菜

検 食
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受入担当者で納入検収を行い商品に異常がないことを確認、記録する。

良否

包装状態(破損やこぼれが無い）

外観異常がないこと

品温（３℃以下）

包装状態または外観等の異常が発見された場合は返品等の処置が必要です。

品温が３℃を超えて５℃以下の場合は、CKへその原因の調査報告と是正措置を求めること

になります。５℃を超えている場合は返品、交換をしてもらうことになります。

A2.　低温を維持する方法

　　冷蔵庫で３℃以下を維持しにくい場合の対処法（例）

１．CKから受領した食品を

　　施設保有の清潔なボック

　　スに入れる

この例は、２０～３０食/昼食１回の

デイサービスで、家庭用大型冷蔵庫

に２ボックスを収納しています

２．保冷剤を載せる

　　保冷剤の大きさ、個数は　

　　保冷する時間を考慮して

　　決める

　　２４時間以上冷凍庫で冷凍

　　した保冷剤を使用する

３．冷蔵庫で保管する

も１２時間を超えないようにする。

CKの発行する納品書には商品のチェック欄を設けて、CK配送担当者とSK側の

チェック項目 コメント

を調べて３℃以下になるようにする。５℃を超えて

１０℃以下の場合はできるだけ早く消費し、最長で

保存中に３℃を超えて５℃以下になった場合は原因

この例では、ボックスの大きさは３５×２５×１３㎝高さで、２００ｇ/個の保冷剤を

１ボックスに２個使用。繰り返しテスト結果：１２時間超でボックス内温度は０.６～

３.３℃に維持。冷蔵庫内５.５～６.６℃（午前１１時納入～翌日正午の１２時間超）
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B．中心温度計の消毒

作業項目 中心温度計の消毒 　制定　

実施者

実施時期 　食品温度測定時および作業終了後

実施頻度 　各測定の前後（一度の測定で2回消毒する）

使用薬剤等 　消毒用アルコール（食品添加物製剤）

使用器具等 　　ペーパー

作業工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

【開始時、作業中】

 ○温度計の測定針にアルコールを

     スプレーする。この時に測定針の

　  後ろにペーパーを当てておくと

　  アルコ－ルがまんべんなく針に

　  無駄なく行き渡り全体消毒をで

　  きる。

　  〇ペーパーでふき取る。

【作業終了後】

 ○温度計の測定針、持ち手との境目、

　  コード、本体にアルコールを

　  スプレ－する。

　○全体をペーパーで拭き取る。

　〇清潔な蓋付き容器に保管する。

 〇定期的に温度計の校正を行い

　 その記録を残し、測定値が

　 適正であることを確認して

　 おくこと。

拭き取る

消毒する

消毒する

拭き取る

保 管
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C．盛付作業時の重点管理

作業項目 盛付作業時の重点管理 　制定

実施者 　 盛付担当者

実施時期

実施頻度

使用薬剤等

使用器具等

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　

　〇作業する台上や周辺を片付け、

　　異物混入の原因になるような物

　　を近くに置かないようにする。

　○マニュアルM３（本手引書ｐ.10）

　　に従い、手を洗う。

　○手袋の指先部分および外側の食品 　〇ｐ１１（Ｍ３）に使い捨て

　　に直接触れるところを汚染しない 　　手袋の使用が必要な場合と

　　ように注意して装着する。 　　着用方法についての説明が

　　あるので参照すること。

　○食品に直接触れた手袋で、冷蔵庫

　　取っ手など、食品以外に一切触れ

　　ないこと。

　〇盛付は迅速にして、温菜は冷め 　○提供時の目標温度は、温菜

　　ないように、冷菜は温度が上昇 　　は６５℃以上、冷菜は１０

　　しないようにする。 　　℃以下です。

　　

　●特記事項

　毎日の作業時

周辺の片付け

衛生手袋の装着

作業中の食材温度

盛付作業

手を洗う
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D．SKでの当日調理時の重点管理

作業項目 SKでの当日調理時の重点管理 　制定

実施者 　調理担当者

実施時期

実施頻度    各調理ごと

使用薬剤等

使用器具等 　中心温度計、消毒用アルコール、ペーパー

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

 ○外観、品温、におい、包装状態、  ○問題がある場合は返品、交換

　 表示（消費期限）などを確認する。 　 してもらう。

 ○食材ごとに適切な温度（常温、

　 冷蔵、冷凍）で保管する。

　次ページ（E）に示す下処理の重点

　管理に従い下処理する。

 ○袋や箱から出し、ホテルパンや鍋等

　 に入れる際には毛髪や異物の混入

　 がないことを確認する。

 〇中心温度計を使用して測定する。

　 温度は３点以上測定して、その中で

　 低いほうの温度を２点記録する。

 〇中心温度が７５℃以上であること 　〇ノロウイルスに汚染されている

　 を確認する。７５℃に到達して 　　可能性があるカキ、二枚貝等に

　 いない場合は７５℃以上になる 　　ついては中心温度が９０℃に達

　 まで加熱を継続する。 　　してから９０秒以上の加熱を

　　する。

　作業終了時

　●特記事項

   作業時

加熱前の食材点検

加熱終了時の温度
確認と適切な記録

調理に使用した機器・
器具の洗浄をする

食材の受入

食材の保管

下 処 理

炊飯、汁物調理および副菜など当日調理するものはクックチル品を盛付

する時刻に合わせて調理をし、盛付後の提供は速やかにすること。

最長でも喫食されるのが調理終了後２時間を超えないようにする。
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E．下処理の重点管理

作業項目 下処理の重点管理 　制定

実施者 　下処理担当者

実施時期

実施頻度

使用薬剤等

使用器具等

工程 衛生管理ポイント　　 措置・対策

　

　〇異物混入の原因となるものを 　〇作業用ユニフォームに着替

　　持ち込んでないか再確認する。 　　える際にもチェックしている

　　が再チェックする。

　作業中

　〇冷蔵、冷凍からは直近で処理する 　〇食材の温度を上げないことを

　　食材のみを取り出し、余分に出さ 　　常に意識すること。

　　ない。

　〇一度解凍した冷凍食材は再び冷

　 　凍してはならない。余りは廃棄する。

　〇ビニル袋を開封する際には切落した 　〇最も多い異物混入の原因である

　　断片を確実に取り除くようにする。 　　ことを意識すること。

　〇野菜、肉、魚、野菜など食材別

　　で専用の包丁、まな板、ボウル、

　　ザル、容器等を使用すること。

　〇使用した包丁や切裁用の器具 　〇衛生責任者、責任者は毎日

　　の刃欠けがないかを確認して　 　　包丁や使用器具等に異状が

　　記録する。（R5に刃欠けチェッ 　　ないことを確認、検印する。

　　ク表を例示）

　作業終了時

　　

　●特記事項

　毎日の作業時

食材の取り出し

食材の開封

皮むき、カット

終了時

入 室

下処理に使用した

機器・器具の洗浄

をする

各食材別の包丁・

まな板を使用して

処理下処理する
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８．一般衛生管理および重点管理において必要な温度・時間の記録表、実施確認

記録表（例） 

  

   R１ 日常衛生・健康点検表（例） 
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　午前・午後、各１回の清掃をすること

　記入用紙は、１～１５日および１６～３０/３１日の２通りあり

　　　　年　　　月

日 時刻 洗浄 消毒 補充 実施者 報告欄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　特記事項

R２　トイレ清掃実施記録表

衛生責任者責任者
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貯水槽が無く、水道水をそのまま使用している場合、この測定記録は不要です。

毎日、始業前および調理作業終了後の２回測定すること。

遊離残留塩素は０.１ｍｇ／Ｌ以上であること。

記録用紙は半月分です。（毎月１～１５日、１６日～３１日で各１枚）

日 採取時刻 採取場所 色 濁り 臭い 異物 残留塩素濃度（ｍｇ/ｌ） 異常報告 担当者

　　　　　　　R３　使用水の水質記録表 年　　月　　

異常等の報告欄

衛生責任者責任者
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　　　　年　　月

温度は午前１回、午後１回の計２回、決められた時刻に記録する。

庫内温度は、冷蔵庫０～３℃、冷凍庫ー１８℃以下を守る。

冷蔵食品が５℃、冷凍食品がー１０℃を超えた場合は責任者に報告する。

（温度基準を逸脱した場合は、温度と超えたと思われる時間に応じて廃棄または使用の判断をする。）

測定時刻：　午前　　　　　　午後 　　単位：　℃

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

特記事項

記入者

　　　　R４　製品冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表

日 製品冷蔵庫 製品冷凍庫 報告事項

責任者 衛生責任者
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　　　R５　ミキサー・ブレンダーの刃欠けチェック表（例）

　　　　　年　　月 各食の調理後すぐに点検すること

日 朝食 昼食 夕食 オヤツ 担当者 コメント

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

　特記事項

衛生責任者責任者 衛生責任者責任者
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　　　　　　　R６  SK再加熱時の中心温度記録表（例）

　７５℃未満の再加熱の場合も測定・記録してください。

　３点以上測定し、その中で最も低い温度１点と再加熱

　終了時刻を記入する。

　　年　　月　 　　　温度の単位は℃

時刻 温度 担当者

特記事項

日
　またはコメント

メニュー
報告事項再加熱終了時の料理中心温度

責任者 衛生責任者
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　加熱は、食材中心部で７５℃、1分間以上を必須とするため、測定値

　が７５℃を少し超えるだけの場合は、1分間以上その温度を持続のこと

　２０２１年

加熱終了時

温度

温度は３点以上測定してすべてが７５℃以上の温度であることを確認の上、そのうち

温度が低いほうの２点を記録すること。

メニュー 時　刻月　日 担当者

　　R７　SK調理の中心温度・時刻の記録表（例）

責任者 衛生責任者
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毎月点検のこと

　　複数の温度計がある場合は各々に番号を付す

２０２１年

0　℃ 100℃ 0　℃ 100℃

（氷水での （沸騰水での （氷水での （沸騰水での

指示温） 指示温） 指示温） 指示温）

 ●中心温度計の校正方法（指示値が正しいかのチェック方法）

　０℃と１００℃の２点についてチェックします。

　０℃は、ボウルに氷をたっぷり入れて、水を少し（３０～５０ｃｃ程度）加えて、ボウル

　底部の水がある部分を測定する。製氷機が無い場合は、冷凍庫で氷を作り利用する。

　１００℃は、鍋で水を沸騰させて火をとめず沸騰している部分の湯の温度を測定する。

　測定値は、測定年月日と測定者名とともに記録を残しておく。記録の保存は1年間とする。

　測定値が、０℃または１００℃からプラスまたはマイナス１℃以上ずれている場合はメー

　カーに修理を依頼する。

　　　　　　　R８　中心温度計の定期点検記録（例）

担

当

担

当
月　日 月　日温度計№ 温度計№

責任者 衛生責任者
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９．各種記録表、R１～R８の記録表の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　R１ 日常衛生・健康点検表（例） （　　　　年　　　月）

〈記入方法〉 〈異状内容および措置・対応表〉

１．異状の無い場合は✔をする。 1. 健康状態は良いか（下痢、発熱等） ⇒ ①帰宅、自宅待機にした

２．異状の場合は右の「異状内容」の表の該当番号を記入する。 2.咳、くしゃみはないか ⇒ ②常時マスクを着用する

　　異状内容がいずれにも該当しない場合は、備考欄（最下段）に 3.作業服と帽子は清潔か ⇒ ③清潔なものを着用した

　　その内容を記入し、衛生責任者に報告して指示をうける。 4.毛髪ははみ出てないか ⇒ ④帽子をかぶり直す

３．休みまたは非番の従業員は「－」を記入する。 5.毛髪、ゴミ等の付着はないか ⇒ ⑤再度、粘着ローラーをかける

6.手指に傷、手荒れはないか ⇒ ⑥絆創膏をして常時ニトリル手袋をする
7.爪は伸びてないか ⇒ ⑦爪を切る
8.マニキュアはしてないか ⇒ ⑧マニュキュアをはがす、または常時ニトリル手袋をする
9．時計、指輪は外しているか ⇒ ⑨時計、指輪を外した
10.イアリング、ピアスははずしているか ⇒ ⑩装飾品を外した
11.家族など同居人にノロウイルス感染と ⇒ ⑪従業員本人からの報告を受けて衛生責任者が備考欄に記入する。
　　思われる症状はないか 　家族などが感染している場合も自宅待機、検査結果を待つ。

✔

✔

✔

✔

✔

⑥

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

④

✔

✔

✔

✔

✔

✔

⑪

✔

備考欄

２月１日、橋本さんの子供が前夜から激しい下痢、嘔吐の症状あり。本人は何ら症状ないがシフトから外し、親子共検査待ちの処置とした。

衛生責任者 確認印

（毎日チェックをする）

９．時計、指輪ははずしているか

１０．ｲｱﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟｱｽは外しているか

１１．家族など同居人にﾉﾛｳｲﾙｽ

感染と思われる症状はないか

橋

本

雄

一

４．毛髪ははみ出てないか

５．毛髪、ゴミ等の付着はないか

６．手指に傷、手荒れはないか

７．爪は伸びてないか

８．マニキュアはしてないか

１．健康状態は良いか（下痢、発熱）

２．咳、くしゃみはないか

３．作業服と帽子は清潔か

18 19 20 2117

連続して日々の傾向を見ることができるように1ヵ月間の表にし

ています。特定の従業員について異状が続く場合の対策に役立て

ましょう。

氏名 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 2612 13 14 15 16

山

田

洋

二

１．健康状態は良いか（下痢、発熱）

２．咳、くしゃみはないか

３．作業服と帽子は清潔か

４．毛髪ははみ出てないか

５．毛髪、ゴミ等の付着はないか

６．手指に傷、手荒れはないか

７．爪は伸びてないか

８．マニキュアはしてないか

９．時計、指輪ははずしているか

１０．ｲｱﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟｱｽは外しているか

１１．家族など同居人にﾉﾛｳｲﾙｽ

感染と思われる症状はないか

責任者 衛生責任者
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記入例 

　　　　　　　　　　　トイレ清掃実施表（例）　　　R２ トイレ清掃実施記録表（例）

　午前・午後、各１回の清掃と消毒をすること

　記入用紙は、１～１５日および１６～３０/３１日の２通りあり

　２０２１年　８月

日 時刻 洗浄 消毒 補充 実施者 報告欄

1 9:10 ✔ ✔ ✔ 松井

13:00 ✔ ✔ ×　⇒＊ 高橋 ＊ペーパーを補充した

2 9:10 ✔ ✔ ✔ 松井

13:15 ✔ ✔ ✔ 高橋

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　特記事項

衛生責任者責任者

洗浄と消毒は手順書通りに行うこと
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記入例 

毎日、始業前および調理作業終了後の２回測定すること。

遊離残留塩素は０.１ｍｇ／Ｌ以上であること。

記録用紙は半月分です。（毎月１～１５日、１６日～３１日で各１枚）

月日 採取時刻 採取場所 色 濁り 臭い 異物 残留塩素濃度（ｍｇ/ｌ） 異常報告 担当者

２/１ 9:00 １F　厨房 〇 〇 〇 〇 0.1 ー 松戸

〃 17:20 〃 〇 〇 〇 〇 0.1 ー 松戸

2/2 9:05 〃 〇 〇 〇 〇 0.1 ー 高橋

〃 17:15 〃 〇 〇 〇 〇 0.2 ー 高橋

2/4 9:05 〃 〇 〇 〇 異状 0.1 あり、下記 永田

〃 17:20 〃 〇 〇 〇 〇 0.1 ー 永田

い、濁りがないことを確認し、施設長に報告し水使用の許可をもらったので使用を再開した。

　　　　R３　使用水の水質記録表（例） 2021年2月

異状はなくなった、後に前夜に水道工事があったことが判明した。異物がなくなった後、色、臭

異状報告欄

２月４日始業前点検で微細な異物を発見した。施設長報告後、流し放しにして、約10分で

責任者 衛生責任者

当点検表とは別に、異状が責任者への報告

だけで終わらないように、担当者または責

任者が確実に処置したという処置報告書を

作成して記録を残すこと。確実な問題解決

と再発防止のため。
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　　２０２１年１０月

温度は午前１回、午後１回の計２回、決められた時刻に記録する。

庫内温度は、冷蔵庫０～３℃、冷凍庫ー１８℃以下を守る。

冷蔵食品が５℃、冷凍食品がー１０℃を超えた場合は責任者に報告する。

（温度基準を逸脱した場合は、温度と超えたと思われる時間に応じて廃棄または使用の判断をする。）

測定時刻：　午前 8:30  　午後 17:00 　　単位：　℃

1 3 4 ー２０ ー１８ 園田

2 3 3 ー２１ ー２０ 園田

3 3 8＊ ー２０ ー１８ 園田

4 0 3 ー２１ ー１３＊ 松井

5 ９＊ 3 ー２２ ー１９ 松井

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

特記事項

５日に５℃を超えて7℃になった食品はその日の昼食に提供する副菜で、温度上昇は

短時間であったので予定通りに提供した。（温度上昇から12時間以内に提供できた）

＊食品は４℃で良しとした

＊ー１３℃を課長に報告済

＊食品は７℃、課長へ報告

記入者

　R４　冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表（例）

日 製品冷蔵庫 製品冷凍庫 報告事項

責任者 衛生責任者

守るべき庫内温度を設定してそれを

超えた場合は責任者に報告する。

食品の中心温度は５℃を限度とし、

５℃を超えた場合は超えたと推定さ

れる時間と合わせて責任者が措置を

決める。冷凍食品（クックフリーズ

品）の場合は食品温度はー１０℃を

限度とし、これを超えた場合は速や

かに消費する。
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　２０２１年１０月 各食の調理後すぐに点検すること

日 朝食 昼食 夕食 オヤツ 担当者 報告欄

1 不使用 ○ ○ 不使用 石井

2 不使用 ○ ○ 不使用 石井

3 ○ ○ ○ 不使用 松井

4 ○ ○ カッター刃欠け 不使用 松井 下欄に記入

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

　発見した。念のためにその副菜はすべて廃棄しました。

　特記事項

　ミキサー処理した副菜の提供前に刃欠けを発見、該当分の検査により刃の欠損部分を

R５　ミキサー・ブレンダーの刃欠けチェック表（例）

衛生責任者責任者

記入例 
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記入例 

　　　　　　　R６ SK再加熱時の中心温度記録表（例）

　７５℃未満の再加熱の場合も測定・記録してください。

　３点以上測定し、その中で最も低い温度１点と再加熱

　終了時刻を記入する。

　　温度の単位は℃

時刻 温度 担当者

1 里芋煮 6:40 91 松戸

1 丼の具 11:00 85 〃

1 焼き鯖 17:20 78 小田

2 野菜の蒸し煮 6:45 85 池田

2 カレー 11:20 92 〃

2 煮魚 17:00 85 松戸

3 ひじき煮 6:45 90 小田

3 エビ・マカロニグラタン 11:15 67 池田

加熱を継続して67℃に到達。

時間を６分から８分にする

特記事項

３日のグラタンの件、同じメニューおよび類似するメニューについては次回の会議で

検討課題として挙げます。池田

必要あり。(責任者に報告済）

　２０２１年１０月

メニュー日
再加熱終了時の料理中心温度 報告事項

　またはコメント

最初の芯温は63℃でしたが

オーブン温度はそのままで

責任者 衛生責任者



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 

　加熱は、食材中心部で７５℃、1分間以上を必須とするため、測定値

　が７５℃を少し超えるだけの場合は、1分間以上その温度を持続のこと

加熱終了時

温度

90

91

92

92

88

88

温度は３点以上測定してすべてが７５℃以上の温度であることを確認の上、そのうち

温度が低いほうの２点を記録すること。

松井

金平ごぼう

ほうれん草（浸し）

ベーコン小松菜炒め 17:00

16:50

16:45

１

２

３

メニュー 時　刻日 担当者

R７　SK調理の中心温度・時刻の記録表（例）

　２０２１年１０月

丹羽

丹羽

責任者 衛生責任者

中心温度が十分に上がってない場合

は、再び加熱するので加熱不足の温

度が記録に残ることはありません
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記入例 

毎月点検のこと

　　複数の温度計がある場合は各々に番号を付す

２０２１年

0　℃ 100℃ 0　℃ 100℃

（氷水での （沸騰水での （氷水での （沸騰水での

指示温） 指示温） 指示温） 指示温）

1/10 No.1 -0.1 99.5 丹野

〃 No.2 0.1 99.0 〃

〃 No.３ 0.3 100.2 〃

2/12 No.1 -0.2 99.5 水田

〃 No.2 0.0 99.8 〃

〃 No.３ 0.2 100.0 〃

3/10 No.1 -0.1 98.5 丹野

〃 No.2 0.1 99.8 〃

〃 No.3 0.3 100.0 〃

No.1の温度計は、修理校正に出しました。

この温度計は再加熱ではなく加熱調理の温度

測定に使用されていたので過去1か月間の温度

記録を調べました。記録ではすべて80℃以上

になっていたので問題無しと判断しました。

以上すべて衛生責任者に報告済です。

特記事項

　基準となる０℃、１００℃のどちらについても±１℃を超えた場合は責任者に報告して

　メーカーに修理校正に出すこと。

R８　中心温度計の定期点検記録（例）

月　日 温度計№
担

当
月　日 温度計№

担

当

責任者 衛生責任者
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セントラルキッチンから食事供給を受ける 

医療・福祉施設（サテライトキッチン）における 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書 

 

令和４年３月 初版発行 

発行 一般社団法人日本医療福祉セントラルキッチン協会 

   〒105-0003 東京都港区西新橋１丁目１２－３ 西新橋 TMビル８階 

         （株式会社生活デザイン研究所内） 

 

 

本手引書の著作権は一般社団法人日本医療福祉セントラルキッチン協会に帰属します。 



対応状況に記入しましたページNo.は、加筆修正のために増ページとなりましたの
で新しいページNo.にて記しています。 令和4年2月22日現在

参考 対応状況

1
p21盛付作業時の重点管理において手洗いの記載があるように、p13トイレの清掃
においても、最後に手洗いをするように記載してはどうか。

ｐ１４　追記しました。

2
中心温度の定期点検記録において、不適の例が無いので、あえて逸脱した場合の
例を記載してはいかがか。

ｐ４０　追記しました。

3
p3の「SKで当日に炊飯、汁物調理をして盛付をします。」と記載があるが、p4のフ
ロー図には相当する記載が無い。
何らかの形でフォローすることを検討していただきたい。

p4 フロー図に追記・修正しました。

4
p6に「大量調理施設衛生管理マニュアルをすでに順守している施設」について記載
があるが、最初の説明において、そういった施設があることの方向性もまとめてお
いた方が良い。

p2 中段に書き加えました。

5

p18とp34に食品の中心温度において記載があるが、中身としては３℃以下という管
理の目標値があって、実際の管理としては5℃以下というような形かと思うが、整合
性のとれる表現方法について検討していただければと思う。
英国クックチルの基準「3℃以下」をこの手引書の基準値にするならば、（一般衛生
管理とはいえ、）３℃～５℃の場合の処置方法を記載した方がいいのではないか。
3℃を超え10℃以下の場合は速やかに使用するでもよいのでは？

実際上、３℃を超えることは時としてあります。３℃を超えると速やか
に使用することは厳しくて現場運用上守ることが非常に困難と思わ
れます。５℃までは許容するとし、このまま英国のルール通りにした
いですがいかがでしょうか。なお、ＦＤＡが公表しているデータで魚製
品についてですが５℃以下であれば累計滞留時間として危害を生じ
るには低温に強いエルシニアでも１日以上かかるとされています。
（添付webの５ページです。）　また、「３℃を超えて１０℃以下で速や
かに使用する」　は朝昼夕食で提供時間が決まっているので難しく、
最長１２時間としているのはこのためです。　　　　　　　　　　　　10℃
を超えた場合は廃棄する、と追記しました。

https://w
ww.fda.go
v/media/
80390/do
wnload

6
自分が使用すると考えたときに、自分のところがどこを使用すれば良いのか分かり
にくいと感じたが、検証においてその様な意見は無かったか。

何か改善点が
あれば、その内
容を記載しては
如何か。

５社ほどに手引書案を回覧しましたがそうした意見はありませんでし
た。

7

p8の履歴書等により既往歴を確認するとあるが、実際にそういったことは行われて
いるのか。
あまり履歴書に既往歴は記載しないように思う。また、既往歴があった場合の採用
の有無は手引書において衛生管理を求めることであるか検討必要。

ｐ９．既往症の確認は削除しました。胃腸に関する自覚症状の確認
をすることも削除しました。（最近の医療・福祉施設の採用手順を参
考としました）

8 P11「専用のチェッカー」とは何のチェックを行うのか。 ｐ１２．残留塩素比色測定器を書き加えてわかりやすくしました。

一般社団法人　日本医療福祉セントラルキッチン協会
意見

DMJCK
テキスト ボックス
資料（１）



9
p22「75℃丁度または少しだけ超えている場合は…」の少しだけという表現は明確に
した方が良いのではないか。

ｐ２３．この表現にした理由は、現在多くの調理現場では、７５℃で１
分間を測ることは実際的でないために７５℃を十分超えていることで
加熱終了の判断をしているためです。
私どもで行いました加熱調理における中心温度の変化を測定する
テストでは７５℃到達後に加熱調理機（オーブン）からすぐに取り出
しても余熱で２～7℃上昇することを実証できました。（焼き魚切り身
とハンバーグの加熱調理を各々複数回実施）　鍋や釜で調理するメ
ニューについてはどのような料理でも90℃を超えていますので加熱
不足の心配はありません。（全メニューについて75℃で良い）
以上から「７５℃以上に達したら・・・」の表現に変えました。

10
現状すでに使用されているCKの手引書について、活用している中で問題点等あれ
ば教えていただきたい。

協会には時々、CK手引書を使用してのCK運用について問い合わ
せがありますが問題点があると感じたことはありません。しかしなが
ら、HACCPの考え方による本格運用がはじまる今年６月以降にそう
した声が聞こえた場合は、改訂することを検討いたします。

11
SKで汁物を調理するタイミングはいつか。（病院等での食中毒でウェルシュ菌によ
るものが多く見られる。）
SKでクックチルを行っている場合について、注意を入れた方がいいのではないか。

ｐ２３．　D.加熱調理の重点管理に書き加えました。なお、CKから食
事供給を受けているSKにおいて私どもの知る限りではクックチルを
している例はありません。　　（SKでクックチルをする必要はないは
ずです）

12
p3でミキサーを使うとあるが、どのようなものをミキサーにかけるのか。魚等硬質異
物が含まれるようなものもあるか。

ｐ３．医療・福祉の食現場では魚は骨抜きが基本です。また乾物類
でも硬いもの（例：キクラゲなど）は使わないのが通例です。したが
いまして硬質のものが含まれることはありません。ミキサーは固形
物をペースト状または流動状に変えるために使用します。

13 p4で「微生物検査によりその安全性が確認され」とあるが、実績データはあるのか。 ｐ４．データはあります。

14
p5で再加熱について、保温を目的とする機器の使用はやめるように記載があるが、
再加熱をする場合の具体的な加熱方法を示した方が良いのではないか。

p5 追記しました。

15
SKで再加熱をする際に、10℃～60℃の温度帯を可能な限り短くする等、温度と時
間について記載した方が良い。

p5 追記しました。

16
p34の冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表において、現場で逸脱しているかが分かるよう
に、求められている温度を記載できる方が良い。

ｐ36 追記しました。 (p28も）

17
p2の対象において、CKの手引書を順守している施設から仕入れているSKが対象で
ある旨を明記した方が良い。
（p5下線部に記載ある内容）

p2 本文４行目に書き加えました。



18
SK側で原材料の仕入れから調理を行う場合、p6のDを参考にするようになっている
が、加熱調理の重要管理点以外にも管理すべき項目は有ると思うので、CKの手引
書を参考にして管理を組み立てた方が良いのではないか。

ｐ23に加えて、p24にE5として新たに「下処理の重点管理」を加えま
した。Cの盛付作業時の重点管理と合わせて全工程の管理ができ
ると考えます。

19
SKで納入・検収を行う場合の記録が無い。また３℃を超えていた場合の対応につい
ても記載した方が良い。
（３℃維持の確認や、温度逸脱事例への対処など）

p19およびp20に追記しました。

20
p6SKの衛生管理計画（例）とあるが、CKからの指導があるとは言え、もう少し詳しく
記載した方がわかりやすいのでは無いか。

p6　HACCPの説明を加え、衛生管理計画をわかりやすくしました。

21

サテライトキッチンにおいて、調理や盛り付けを行うことがあるのであれば、危害要
因分析において、異物の混入や、盛り付け容器についての衛生管理（洗浄剤残存
等）、その他食中毒菌の汚染などが考えられると思われるため、それらについての
追記を検討されたい。（サテライトキッチンとの契約中に取り決めが規定されている
のであれば、その旨を遵守するよう記載しては如何か）

上記１８に記しましたことで解決できたのではと思いますがいかがで
しょうか。しかしながら洗剤の残留につきましては現場で日々どのよ
うにチェックまたは管理すれば良いか具体的な方法がわかりませ
ん。ご教示いただきたくお願いします。

22
当該手引書における「再加熱」は、「衛生管理」なのかおいしく食べるための「調理」
なのか、目的を明確にした上で、適切なリスク管理を設定することを検討すること。

協会が知る限りでは、すべての稼働中のCKは温菜、冷菜をCKから
配送し、SKでは冷菜はそのまま提供されています。　　　冷菜の安
全性を微生物データをもって証明しているCKが多くあります。 ５
ページの下線部の記述は、稼働中CKに対して温菜、冷菜ともに再
加熱しなくても安全性を確実なこととするための必要条件（念押し）
として記しています。再加熱の目的は美味しく食べていただくためと
なりますが、食品温度を６５℃以上になるようにして、 すぐに喫食さ
れなくても安全な６５℃以上で維持されるようにしています。

23
１９頁の定温維持の方法については、実際にデータ分析しているか？
しているのであればその結果に基づいて目安となる時間等を示した方が良いので
はないか？

データは取りました。
保存温度の変化に影響する変数が多いことから一概に決めること
はできないと考えています。変数としては、冷蔵庫庫内温度、どのよ
うなボックスを使用するか（材質、厚み、大きさ）、保冷剤のサイズと
初期温度、収納する食材の熱容量などがあります。したがいまし
て、参考として一例（写真の例）だけを挙げて試行にて契約したCK
の助言のもとに各SKで決めてもらうしかないと思います。
なお、２０ｐ.にテストに使用したボックスの大きさ、保冷剤サイズなど
を具体例として書き加えましたのでご覧ください。

24
P5　食品の温度管理について、10～60℃の温度帯を短くすることが必要であること
及びその必要性を記載するべきでは？

p5 追記しました。



25 P8　検便の頻度に例示として「月１回」と記載してはどうか。

介護施設ではユニットケアも多く、介護士が盛付する施設が多いた
め、８ユニットなら８×３名程度が検便検査となる。デイサービスで
昼食のみ３０食程度を盛付提供するところも多く、月１回はかなりの
経済的負担になります。保健所が月１回しなさい、と指導（強制）を
する可能性があることから、「必要に応じて行う」で認めていただき
たいと思います。

26 P8　検便の検査項目を例示してはどうか。
ｐ９．赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ、O-１５７を例
示しました。

27 P8　検便で病原微生物が検出された際の対応は？ ｐ９ 追記しました。

28 P9　作業中又は作業後に体調不良があった場合の対応は？ ｐ１０追記しました。

29 P10　手洗いの頻度はこれで良いのか ｐ１１　手洗い頻度、追加しました。

30
P10　使い捨て手袋の着用を勧めているが、その運用方法等の記載はあるべきで
は？

ｐ１１　使い捨て手袋の運用について書き加えました。

31 P11　作業終了後に異常があった場合の対応は？ p12 追記しました。

32 P13　「ノロウイルス除去効果があるアルコール」とあるが、P５と矛盾する。 ｐ5　矛盾がないように書き換えました。

33 P14　薬剤や熱湯による消毒方法についても記載するべきでは？ p15 追記しました。

34 P21　上記７と同じ。

35
P22　「中心温度が75℃を十分超えている場合」など表現があいまいで、見る側とし
て判断がしづらい。

上項９に回答しています。

36 P26　基準値を記載してはどうか。 p28 追記しました。

37 P31　チェックを「○」か「レ」か統一してはどうか。 p33 ✔に統一しました。

38 P32　ペーパーの補充が必要で対応した記録にも「レ」を記載するのか。 p34 修正しました。

39 P33　流しっぱなしにして、異状がなくなって、その後の水はどうしたのか。 p35.最下段に書き加えました。

40 P34　４日の措置の記載なし。
p36 －１０℃を超えた場合に措置が必要であることを書き加えまし
た。（措置すべき温度が抜けていました。）

41 P34　上記３６と同じ p36 追記しました。

42 P36　不必要な記載は避けるべき。 p38 衛生に無関係なことを削除しました。



43 P37、38　措置が必要な記録を記載してはどうか。
p40（旧ｐ38）は追記しましたが、p39（旧ｐ37）は措置必要な事態（状
況）が思い浮かびません。

44
P28、36の記録様式名には「SK」がなく、P29、37の記録様式名には「SK」と記載が
あるため、統一してはどうか。

p30,p38  SKを書き加えました。



新
（ページ数が増えたため新ページを記載しています）

ｐ２２．  ｐ２３．
中心温度が７５℃を十分に超えている場合は、その時点 中心温度が７５℃以上であることを確認する。
で加熱を終了しても良いが、７５℃丁度または少しだけ ７５℃に到達していない場合は７５℃以上になるまで加熱
超えている場合は加熱を１分間継続する。 を継続する。
ｐ５． ｐ５．

なお、再加熱のために温蔵庫、温冷配膳車などの保温を目的
とする機器の使用は食品が菌増殖の至適温度帯に長くとどま
るため使用することはやめてください。

再加熱はスチームコンベクションオーブン、再加熱カート（ま
たは再加熱キャビネット）、電子レンジのほかに鍋を使用する
湯煎などで行い、１０～６０℃前後の温度帯を迅速に通過する
ようにすること。温冷配膳車などの保温を目的とする機器の使
用は食品が菌増殖の至適温度帯に長くとどまるため禁止しま
す。

ｐ２１. ｐ１１に使い捨て手袋の運用について書き加えましたが、
修正後の手引書ｐ２３（盛付作業時の重点管理）の記述も
書き換える必要が生じましたので修正しました。

（旧）・・・全面は食品に直接触れるので （新） ・・・の食品に直接触れるところを
この右側の措置・対策の欄にも補足事項を加えました。

ｐ５、ｐ１３. ｐ５、ｐ１４.
消毒用アルコールでは殺菌効果は薄い。（ｐ５の記述） 消毒用アルコールを使用する場合はノロウイルス除去

効果のあるものを使用する。
38 ｐ３２． ｐ３４．

✔＊   ＊ペーパーを補充した ×⇒＊    ＊ペーパーを補充した

ｐ８ ｐ.８
再加熱終了時の中心温度は６５℃以上とし、過加熱しない 温菜の再加熱終了時の中心温度は、従来冷菜がCKからSKへ
ように温かく美味しく食べるようにします。再加熱終了時 冷蔵配送され、そのままの冷たい状態で安全に提供されて
の中心温度と時刻は適時適温で提供されたことの証明として きたことから温菜、冷菜ともに安全性が確保されていると
記録する。中心温度で７５℃未満の再加熱をする場合は して、これまでの７５℃、１分間以上を６５℃以上としま
安全を担保するために、「２．再加熱について」のｐ.５に す。なお、６５℃以上の条件として安全性を担保するために
下線で示したことが条件となります。 「２．再加熱について」のｐ.５に下線で示したことを順守

することが必要です。再加熱終了時の中心温度と時刻を記録
し、適時適温で提供されたことの証明とする。

無番

32

旧

SKの衛生管理手引書の新旧対照表                     ２０２２年２月２２日
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